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(57)【要約】
デバイス（１００）は、センサアレイ（１３０）を含み
、プロセッサ（１４５）は自動較正する。センサアレイ
（１３０）は、静電容量測定及び無線周波数測定の少な
くとも１つを用いて、パターン（１５５）からデータを
収集する。パターン（１５５）は、較正記憶デバイス（
１５０）上に含まれる。プロセッサ（１４５）は、セン
サアレイ（１３０）からデータを受信し、データに従っ
てデバイスを較正する。較正記憶デバイス（１５０）は
、好ましくは分析対象物受容片である。



(2) JP 2010-536035 A 2010.11.25

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静電容量測定及び無線周波数測定のうち１つを基にして、較正記憶デバイスに含まれる
パターンからデータを収集するセンサアレイと、
　センサアレイからデータを受信して、データに従ってデバイスを較正するプロセッサと
、
　を含むデバイス。
【請求項２】
　較正が、較正記憶デバイスとともに機能を行うようにデバイスを準備することを含む、
請求項１記載のデバイス。
【請求項３】
　機能が、較正記憶デバイスによって受容された試料の診断試験である、請求項２記載の
デバイス。
【請求項４】
　診断試験が分析対象物用であり、較正記憶デバイスが分析対象物受容片である、請求項
３記載のデバイス。
【請求項５】
　パターンからデータを収集するためのセンサアレイのために、較正記憶デバイスを受け
て位置合わせするポートをさらに含む、請求項１記載のデバイス。
【請求項６】
　センサアレイが、デバイスのハウジングの外部にあり、コネクタを介してデバイスに結
合される、請求項１記載のデバイス。
【請求項７】
　データが、デバイスによって実行される少なくとも１つのコマンドを示すコマンドデー
タを含む、請求項１記載のデバイス。
【請求項８】
　パターンが、一次元及び二次元シーケンスの少なくとも１つを含む、請求項１記載のデ
バイス。
【請求項９】
　二次元シーケンスが、二次元シーケンスを読み取るための、一次元であるセンサアレイ
を通過させてスライドする、請求項８記載のデバイス。
【請求項１０】
　パターンが、高さ、幅及びコントラストのうち少なくとも１つの、複数の変形を含む、
請求項１記載のデバイス。
【請求項１１】
　センサアレイが複数の検出パッドを含み、パターンが少なくとも１つの符号化特性を含
んで、正しい方向にあるときに、少なくとも１つの符号化特性を、複数の検出パッドのう
ち少なくとも１つと関連付ける、請求項１記載のデバイス。
【請求項１２】
　少なくとも１つの符号化特性のうち１つと関連付けられた検出パッドが、第１の静電容
量を作り出す一方で、少なくとも１つの符号化特性のうち１つと関連付けられていない検
出パッドが、第２の静電容量を作り出し、静電容量測定が、複数の検出パッドそれぞれか
らの、第１の静電容量及び第２の静電容量のうち１つに対応する各値の順序リストを作り
出す、請求項１１記載のデバイス。
【請求項１３】
　複数の検出パッドが、デバイスの既存のプリント回路基板上に配設される、請求項１１
記載のデバイス。
【請求項１４】
　複数の検出パッドを覆って配設され、電界の向きの線を集中させることによってデータ
リカバリを強化させるようにパターニングされた異質の誘電カバーをさらに含む、請求項
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１１記載のデバイス。
【請求項１５】
　静電容量測定及び無線周波数測定のうち少なくとも１つを用いて、較正記憶デバイス上
に含まれるパターンを読み取ることと、
　パターンに含まれるデータを判定することと、
　データに従ってデバイスを較正することであって、その較正が、較正記憶デバイスとと
もに機能を行うようにデバイスを準備することを含むことと、
　を含む方法。
【請求項１６】
　機能が、較正記憶デバイスによって受容された試料の診断試験である、請求項１５記載
の方法。
【請求項１７】
　デバイス上で、パターンのデータに含まれるコマンドを実行することをさらに含む、請
求項１５記載の方法。
【請求項１８】
　パターンが、一次元及び二次元シーケンスの少なくとも１つを含む、請求項１５記載の
方法。
【請求項１９】
　パターンが二次元シーケンスの場合、二次元シーケンスを読み取るための一次元センサ
アレイを通過させて二次元シーケンスをスライドさせることをさらに含む、請求項１８記
載の方法。
【請求項２０】
　パターンが、高さ、幅及びコントラストのうち少なくとも１つの、複数の変形を含む、
請求項１５記載の方法。
【請求項２１】
　センサアレイが複数の検出パッドを含み、パターンが少なくとも１つの符号化特性を含
む場合、少なくとも１つの各符号化特性を、複数の検出パッドのうち少なくとも１つと各
々関連付ける、請求項１５記載の方法。
【請求項２２】
　少なくとも１つの符号化特性のうち１つと関連付けられた検出パッドが、第１の静電容
量を作り出す一方で、少なくとも１つの符号化特性のうち１つと関連付けられていない検
出パッドが、第２の静電容量を作り出す場合、複数の検出パッドそれぞれからの、第１の
静電容量及び第２の静電容量のうち１つに各々対応する値の順序リストとして、静電容量
測定値を表すことをさらに含む、請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　複数の検出パッドが、デバイスの既存のプリント回路基板上に配設される、請求項２１
記載の方法。
【請求項２４】
　複数の検出パッドを覆って配設され、電界の向きの線を集中させることによってデータ
リカバリを強化させる異質の誘電カバーをパターニングすることをさらに含む、請求項２
１記載の方法。
【請求項２５】
　分析対象物計によって、分析対象物受容片を受容することと、
　静電容量測定及び無線周波数測定のうち少なくとも１つを用いて、分析対象物受容片上
に配設されたパターンを読み取ることと、
　パターン内に含まれた較正データを判定することと、
　較正データに従って、分析対象物計を較正することと、
　分析対象物片上に分析対象物を受容することと、
　較正された分析対象物計を用いて、分析対象物を分析することと、
　分析結果を表示することと、
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　を含む方法。
【請求項２６】
　較正データが、試験パラメータ、分析対象物片の製造データ、全血パラメータ、血漿パ
ラメータ、偽造防止コード、市販データ、地域識別データ、及びソフトウェア制御データ
のうち少なくとも１つを含む、請求項２５記載の方法。
【請求項２７】
　パターンと、分析対象物を受容するように構成された反応チャンバとを含む分析対象物
受容片を受容するポートと、
　静電容量測定及び無線周波数測定のうち少なくとも１つを用いて、パターンからデータ
を収集するセンサアレイと、
　パターンから収集されたデータに基づいて、較正された上で分析対象物の分析を行う分
析対象物計を較正するプロセッサと、
　を含む分析対象物計。
【請求項２８】
　較正データが、試験パラメータ、分析対象物片の製造日データ、全血パラメータ、血漿
パラメータ及び偽造防止コードのうち１つを含む、請求項２７記載の分析対象物計。
【請求項２９】
　較正データに基づいて較正される分析対象物計用に、静電容量測定及び無線周波数測定
のうち１つを用いてパターンが読み取られる較正データを含むパターンと、
　分析対象物を受容するように構成された反応チャンバであって、分析対象物受容片が分
析対象物計によって受容されて、分析対象物計が較正されると分析対象物が分析される反
応チャンバと、
　を含む、分析対象物受容片。
【請求項３０】
　パターンが、別個の構成要素上に作成されて、分析対象物受容片上に固定される、請求
項２９記載の分析対象物受容片。
【請求項３１】
　パターンが、導電特性及び絶縁体誘電率のうち少なくとも１つを有する印刷可能材料を
使用して、分析対象物受容片上に印刷される、請求項２９記載の分析対象物受容片。
【請求項３２】
　パターンが、分析対象物受容片上に、予め成型、パンチング、スタンピング、エッチン
グ、レーザスクライブの少なくとも１つによって物理的に作成される、請求項２９記載の
分析対象物受容片。
【請求項３３】
　パターンが、反応チャンバを分析対象物計に電気的に接続させる電極上に形成される、
請求項２９記載の分析対象物受容片。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（優先権主張）
　本出願は、２００７年８月６日出願の米国仮出願番号第６０／９５４，２５５号、発明
の名称「System and Method for Automatic Calibration」に対する優先権を主張する。
上記で特定された出願の明細書は、参照により本明細書に組み入れられる。
【０００２】
　本発明は一般に、デバイスを自動的に較正することに関する。具体的には、較正は、符
号化されたデータをスキャニングする静電容量又は無線周波数のセンサを用いて達成され
得る。
【背景技術】
【０００３】
　電子デバイスは、所望の機能を正しく行うために、設定又は較正しなければならないで
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あろう。場合によっては、電子デバイスは、機能がアクセスされるか又は用いられるたび
に較正されなければならないかもしれない。たとえば、血糖計（ＢＧＭ）を用いて、個人
の血液中にあるグルコース量を試験する場合がある。ユーザに適切で正確な結果を提供す
るために、個人がＢＧＭデバイスを用いるたびにＢＧＭデバイスを較正しなければならな
いかもしれない。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明は、センサアレイとプロセッサとを含むデバイスに関する。センサアレイは、静
電容量性測定及び無線周波数測定のうち１つを用いて、パターンからデータを収集する。
パターンは、較正記憶デバイス上に含まれる。プロセッサは、センサアレイからデータを
受信して、データに従ってデバイスを較正する
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】本発明の代表的な実施形態の、デバイス及び較正記憶デバイスの斜視図を示す。
【図２】図１のデバイス内に挿入された較正記憶デバイスの断面図を示す。
【図３】本発明の代表的な実施形態の、血糖計の断面図を示す。
【図４】本発明の代表的な実施形態の較正方法を示す。
【図５】図３の血糖計のための較正方法を示す。
【図６ａ】本発明の代表的な実施形態の、第１の代表的なパターンの平面図を示す。
【図６ｂ】本発明の代表的な実施形態の、第２の代表的なパターンの平面図を示す。
【図６ｃ】図６ｂの第２の代表的なパターンの側面図を示す。
【図７ａ】本発明の代表的な実施形態の、センサアレイの検出パッドの平面図を示す。
【図７ｂ】本発明の代表的な実施形態の、図７ａの検出パッドと結合した符号化パッドを
含む、第３の代表的なパターンの平面図である。
【図８】本発明の代表的な実施形態の、図７ａの検出パッドと、図７ｂの符号化パッドと
の結合を示す。
【図９】本発明の代表的な実施形態の、図８の対に実質的に類似した別の対の概略図を示
す。
【図１０】本発明の代表的な実施形態の、第４の代表的なパターンの平面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本発明の代表的な実施形態は、以下に続く説明及び添付の図面を参照することで、より
理解でき、また同様の要素は同じ参照番号で示される。本発明の代表的な実施形態は、電
子デバイスの較正のためのシステム及び方法を説明する。代表的な実施形態の電子デバイ
スは、血糖計（ＢＧＭ）であってもよい。しかし、当業者においては、本発明の代表的な
実施形態によって、任意のタイプの電子デバイスが較正されてもよいことが理解されよう
。本発明の代表的な実施形態では、電子デバイスの較正は、静電容量又は無線周波数（Ｒ
Ｆ）測定を用いて行われてもよい。さらに、本発明の代表的な実施形態では、較正は自動
的に行われてもよい。自動較正、静電容量測定、及びＲＦ測定は、以下に詳細に説明され
る。
【０００７】
　用語「較正」は、従来の意味で用いられる場合があることに留意すべきである。すなわ
ち、用語「較正」は、電子デバイスの特定の機能を準備するために複数のパラメータを設
定するプロセスと説明されるように用いられる。たとえば、ＢＧＭでは、パラメータはロ
ット番号、測定された信号のグルコース濃度への変換に関するパラメータ、試薬製造日、
試薬使用期限、地域特定情報、偽造防止コード、市販日、ソフトウェア制御データ等を含
んでもよい。しかし、用語「較正」はまた、データが電子デバイスによって受信され、デ
バイスの機能の実行に備えて利用されるプロセスを一般的に説明するために用いられる場
合があることに留意すべきである。また、用語「グルコース」は、一般的に分析対象物を
表すために用いられる場合があることにも留意すべきである。このように、以下に記載さ
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れた代表的な実施形態は、何らかの分析対象物、たとえばグルコースに対して用いられて
もよい。したがって、ＢＧＭを用いて、一般に分析対象物計を表してもよい。
【０００８】
　図１は、本発明の代表的な実施形態の電子デバイス１００及び較正記憶デバイス１５０
の斜視図を示す。デバイス１００は、ハウジング１０５、ディスプレイ１１０、データ入
力装置１１５、ポート１２０、及びセンサアレイ１３０を含んでもよい。上述のように、
デバイス１００は、任意の電子デバイス、たとえばＢＧＭであってもよい。較正記憶デバ
イス１５０は、デバイス１００内に挿入可能であってもよい。較正記憶デバイス１５０は
、デバイス１００がデータを受信し得るようにデータを保持するデバイスであってもよい
。たとえば、較正記憶デバイス１５０は、測定片、グルコース片又はＢＧＭ用細片カート
リッジであってもよい。較正記憶デバイス１５０は、図２、３、６ａ～ｃ及び７を参照し
て、以下に詳細に述べられる。
【０００９】
　ハウジング１５０は、デバイス１００の構成要素のための覆いであってもよい。デバイ
ス１００の構成要素は、ハウジング１０５内部に少なくとも部分的に配設されてもよい。
たとえば、デバイス１００は、ハウジング１０５内部に全体的に配設されたプロセッサ（
図示せず）を含んでもよい。別の例では、デバイス１００は、ワイヤレス通信可能にする
アンテナ（図示せず）を含んでもよい。アンテナは、ハウジング１０５内部に部分的に配
設されると同時に、ハウジング１０５の外に部分的に配設されてもよい。
【００１０】
　ディスプレイ１１０は、グラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）を備えていて
もよい。ディスプレイ１１０は、ユーザにデバイス１００によって行われた機能に関する
データを示してもよい。ディスプレイ１１０は、たとえば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）で
あってもよい。さらに、ディスプレイ１１０は、入力を受信するために装備されてもよい
。すなわち、ディスプレイ１１０は、ユーザが、ディスプレイ１１０の領域に接触し、続
いてプロセッサに信号を送信することを可能にするタッチスクリーンであってもよい。
【００１１】
　データ入力装置１１５は、ユーザに、データを入力するためのインターフェイスを提供
してもよい。たとえば、データ入力装置１１５は、キーパッドであってもよい。キーパッ
ドは、従来の方法、たとえばアルファベット順、ＱＷＥＲＴＹ形式等で配列されてもよい
。データ入力装置１１５は、ナビゲーションデバイス、たとえばタッチパッド、マウス等
をさらに含んでもよい。データ入力装置１１５がハウジング１０５の単一面上に配列され
ていることは、単に代表例であることに留意すべきである。当業者においては、入力装置
１１５が、ハウジング１０５の異なる表面上、ハウジング１０５の複数の面上等に配列さ
れてもよいことが理解されよう。
【００１２】
　ポート１２０は、別の構成要素がデバイス１００によって受容され得るアクセス部位と
して機能してもよい。たとえば、ポート１２０を用いて、較正記憶デバイス１５０が受容
されてもよい。較正記憶デバイス１５０は、方向ｄに動かすことによって、ポート１２０
内に挿入されてもよい。較正記憶デバイス１５０は受容されると、くぼみ１２５に進入し
てもよい。ポート１２０又はくぼみ１２５は、ロッキング機構（図示せず）を装備してい
てもよく、これが較正記憶デバイス１５０と結合することにより、較正記憶デバイス１５
０が固定して保持される。くぼみ１２５内にセンサアレイ１３０を含み、ポート１２０を
介したアクセスを有することは、単に代表例であることに留意すべきである。デバイスの
外面上のセンサアレイ等を含む他の機構、たとえば異なる形状のくぼみ及び／又はポート
もまた可能である。センサアレイ１３０を、データポートを介してデバイス１００のプロ
セッサに接続される外部デバイスとして含むこともまた可能であり得る。すなわち、セン
サアレイ１３０を含まないが、データポート（すなわち、プラグ又は外部デバイスからの
他の接続が受容される電気コネクタ）を含む現在のデバイス１００は、センサアレイ１３
０を後付けすることができる。
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【００１３】
　センサアレイ１３０は、複数のセンサを含んで、較正記憶デバイス１５０がくぼみ１２
５を介してポート１２０内に受容されたとき、データを受信してもよい。複数のセンサを
用いて、較正記憶デバイス１５０で利用可能であるさまざまなデータを受信してもよい。
しかし、複数のセンサを含むセンサアレイ１３０は、単に代表例であることに留意すべき
である。較正記憶デバイス１５０は、センサによって読み取られた単一のタイプのデータ
を含んでもよい。このように、センサアレイ１３０は、較正記憶デバイス１５０で利用可
能であるデータを受信するための１つ以上のセンサを含んでもよい。
【００１４】
　センサアレイ１３０は、基板上に電磁パターンを発生させる、基板上で電気的に励起さ
れたパッドのアレイであってもよい。電気的に励起されたの任意の周波数における電磁場
は、周囲を取り巻く材料の電気特性の変化又は不均一性によって改変されてもよい。パッ
ドのアレイにおける電界の変化を電気的に検出することによって、電気特性の画像が復元
され得る。検出は、たとえば静電容量又は結合型ＲＦ界の変化を測定することによって行
われてもよい。この変化は、絶縁定数又は導電率の変化に起因する場合がある。別の実施
形態では、センサアレイ１３０は、少なくとも１つのセンサパッドが符号化パッドに結合
する複数の検出パッドからのデータを解釈してもよい。以下に詳細に説明するように、結
果として得られた静電容量データの読み取り値を用いてもよい。
【００１５】
　静電容量又は無線周波数（ＲＦ）測定を用いて、絶縁及び／又は導電パターンを読み取
ってもよい。パターンを測定したとき、画像又はデータが収集されてもよい。集積回路セ
ンサアレイを用いて、静電容量又はＲＦ場を測定してもよい。アレイは、一次元アレイ（
これによりパターンをスキャニングする）、二次元センサ（これにより領域イメージを作
成する）三次元センサ（これにより立体イメージを作成する）の上を覆うパターンをスキ
ャニングしてもよい。また、アレイは、符号化パッドと対の／対ではない検出パッドから
の容量データを測定してもよい。アレイは、密度データを読み取って、２５０～５００ド
ット／インチ（ｄｐｉ）の範囲の解像度を有するように設計されてもよい。このように、
比較的大量のデータを、小さな領域で利用可能にし得る。
【００１６】
　静電容量測定によって、絶縁基板上の小さな導電パッドのアレイを用いて、隣接するパ
ッド間の相互の静電容量を測定してもよい。パッド間の静電容量は、パッドのすぐ上、及
びそれらの間の材料の絶縁定数によって影響される場合がある。絶縁性がより高い材料は
、隣接するパッド間で測定されるより高い静電容量をもたらす場合がある。静電容量測定
は、従来の測定デバイス及び関連する方法を用いてなされ得る。静電容量のマップを測定
することにより、谷と隆起とのイメージを作成することができる。導電パッド及び結果と
して得られる静電容量測定の実施形態は、図７ａ～ｂ、８及び９を参照して、以下に詳細
に説明される。
【００１７】
　加えて、ＲＦ検出手法を、対象物及びその表面の電気特性に変化を検出することによっ
て用いてもよい。放出されたＲＦ信号は、その上に配設された材料と相互作用する場合が
ある。いくらかのＲＦエネルギは、同じ基板上の受信アンテナに反射し返される場合があ
る。異なる材料は、異なる反射ＲＦ信号を生じさせる場合があり、後にこれを用いて、セ
ンサアレイ上の材料のイメージを作成してもよい。また、基板上のエミッタアンテナ及び
検出アンテナのアレイ上の材料は、アンテナの近接場の電磁場と相互作用すると見なされ
る場合がある。アレイ上の電磁特性、たとえば絶縁体誘電率又は絶縁定数の変化は、アン
テナパッド間に結合された電界に影響する場合がある。結合場又は反射場強度及び／又は
位相のマップを作成することにより、アレイ上の材料のマップを作成することができる。
【００１８】
　センサアレイ１３０は、容量性及び／又はＲＦ測定に用いられてもよい。センサアレイ
１３０は、較正記憶デバイス１５０上のデータをスキャニング／読み取りすることができ
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る。較正記憶デバイス１５０は、容量性及び／又はＲＦ測定を用いて符号化されてもよい
。容量性及び／又はＲＦ方法のタイプは、図６ａ～ｃ、７ａ～ｂ、８、９及び１０を参照
して、以下に詳細に述べられる。
【００１９】
　したがって、本発明の代表的な実施形態は、較正手段として静電容量及び／又はＲＦ信
号を使用することができる。すなわち、静電容量及び／又はＲＦ信号を用いて、予め形成
された対象物のスキャニング／読み取り、静電容量のペア／非ペア状態データの判定等を
おこなってもよい。容量性パターンの場合、又はセンサ（たとえばＢＧＭ）等の較正パタ
ーンを保持する基板上で使用可能である導電面がある場合、導電面は、励起電極（静電容
量の場合）又は励起アンテナ（ＲＦの場合）として較正回路に接続されてもよい。
【００２０】
　図２は、図１のデバイス１００内に挿入された較正記憶デバイス１５０の断面図を示す
。図２の断面図は、図１の斜視図に関して上述されたものに実質的に類似した構成要素を
含む。たとえば、ハウジング１０５はセンサアレイ１３０を内包する。ポート１２０及び
くぼみ１２５もまた図示される。加えて、断面図は、センサアレイ１３０の検出領域１３
５及び細片１５０のパターン１５５をさらに示す。
【００２１】
　センサアレイ１３０の検出領域１３５は、細片１５０のパターン１５５がスキャニング
／読み取りされる位置である。センサアレイ１３０は、スキャニング／読み取りを実行す
るための回路を含んでもよい。図示されるように、検出領域１３５は、ハウジング１０５
の周辺部の、くぼみ１２５内部に配置される。検出領域１３５が、たとえばガラス、ポリ
マー、セラミック、又はそれらの組み合わせで作られた均質又は異質のカバーを含んでも
よいことに留意すべきである。異質のカバーでは、絶縁材料をパターニングして、電界の
向きの線（電気力線）を検出パッド上の検出領域１３５に集中させることによって、デー
タリカバリを強化することができる。たとえば、絶縁材料は、検出パッド間に配設された
空隙とともにパターニングされてもよい。カバーは、検出領域１３５及びセンサアレイ１
３０を保護するために与えられてもよい。くぼみ１２５の底側面に配置された検出領域１
３５は、単に代表例であることに留意すべきである。当業者においては、較正記憶デバイ
ス１５０のパターン１５５の位置に依存しており、検出領域１３５はくぼみ１２５の周辺
のどこにでも配設してもよいことが理解されよう。たとえば、パターン１５５は、たとえ
ば図１０に示すような較正記憶デバイス１５０の上面に配設されてもよい。結果として、
検出領域１３５は、くぼみ１２５の上部周辺に配置されてもよい。上述のように、また以
下の実施形態で説明されるように、検出領域１３５におけるセンサアレイ１３０は、パタ
ーン１５５の符号化パッドに結合する複数の検出パッドを含んでもよい。検出アレイ１３
０は、静電容量データを判定し、データを解釈するか又はプロセッサにデータを転送する
ことができる。検出アレイ１３０がデータを解釈する場合、センサアレイ１３０は、たと
えば集積回路（ＩＣ）、プロセッサ（たとえばマイクロプロセッサ）等を含んでもよい。
【００２２】
　パターン１５５が較正記憶デバイス１５０上に配設されていることは、単なる代表例で
あることに留意すべきである。すなわち、パターン１５５は、検出アレイ１３０がスキャ
ニングし得る任意の位置に配設してもよい。たとえば、パターン１５５は、デバイス１０
０用のパッケージングの周辺部に配設されてもよい。別の例では、パターン１５５は、較
正記憶デバイス１５０が使用前に格納されるカセットに配設されてもよい。結果として、
検出アレイ１３０は、パターン１５５をスキャニングするために、ハウジング１０５の周
辺部に向かう見通し線を含んでもよい。別の例では、パターン１５５は、較正記憶デバイ
ス１５０用パッケージングの側面に配設されてもよい。すなわち、デバイス１００の較正
は、較正記憶デバイス１５０特有であってもよい。このように、パターン１５５は、較正
記憶デバイス１５０特有であってもよい。検出アレイ１３０は、ハウジング１０５の周辺
部に向かう照準線をさらに含んでもよい。さらに別の例では、パターン１５５は、ユーザ
マニュアル上又はその中に配設されてもよい。すなわち、パターン１５５は、ユーザマニ
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ュアルの表紙上、ユーザマニュアルのセクションのページ上等にあってもよい。複数のパ
ターン１５５を含んで、異なるタイプの較正記憶デバイス１５０に対する異なるタイプの
較正に対応させてもよい。検出アレイ１３０は、パターン１５５をスキャニングするため
の、ハウジング１０５の周辺部に向かう照準線をさらに含んでもよい。
【００２３】
　単一のパターン１５５の使用は、単に代表例であることに留意すべきである。すなわち
、異なるタイプの較正に複数のパターンを用いてもよい。異なるタイプの較正は、たとえ
ば工場内規格によるデバイス１００の較正、較正記憶デバイス１５０専用のデバイス１０
０の較正等を含んでもよい。このように、複数のパターンは、上述の、たとえば較正記憶
デバイス１５０、デバイス１００のパッケージング、較正記憶デバイス１５０のパッケー
ジング、ユーザマニュアル等の表面のいずれかに、及び任意の組み合わせで配設すること
ができる。具体的には、パターン１５５は、たとえばディスペンシング記憶デバイスの場
合、それぞれの較正記憶デバイス１５０専用であってもよい。同じパターン１５０が上述
の種々の面に配設されてもよいことに留意すべきである。パターンを繰り返し蒸着させる
ことは、たとえばパッケージング上に蒸着させたパターンが破損した場合のバックアップ
として機能することがある。別の例では、同じパターン１５５は、たとえば容器が較正記
憶デバイス１５０を内包している場合、それぞれの較正記憶デバイス１５０に適用しても
よい。
【００２４】
　図６ａは、本発明の代表的な実施形態の、第１の代表的なパターン１５５ａの平面図を
示す。パターン１５５ａは、較正記憶デバイス１５０に適用することができる。すなわち
、パターン１５５ａは、較正記憶デバイス１５０上に配置される場合があるパターン１５
５の一例である。パターン１５５ａは、複数のバー６０１～６１２を含む。たとえば、バ
ー６０１、６０４、６０６、６１０及び６１２が同じ導電性及び／又は絶縁体誘電率を有
してもよく、バー６０２、６０５、６０７及び６１１が同じ導電性及び／又は絶縁体誘電
率を有してもよく、バー６０３、６０８及び６０９が同じ導電性及び／又は絶縁体誘電率
を有してもよく、これによってパターンが作成される。多様なコントラストは、たとえば
印刷可能な材料又はパターニングされた薄膜材料を用いて達成することができる。多様な
コントラストを用いて、較正記憶デバイス１５０に関係した電気特性を調整することがで
きる。たとえば、コントラストを用いて、相対的な導電性及び／又は絶縁体誘電率を変更
してもよい。このように、センサアレイ１３０が静電容量センサである場合、パターン１
５５ａを通過する電磁界は、固有のイメージ／スキャンを生成する場合がある。結果とし
て得られるイメージ／スキャンは、較正の目的のために用いられることができる。複数の
バー６０１～６１２が異なる暗度を呈することは、相対的な導電性及び／又は絶縁体誘電
率を例証するための単なる代表例であることに留意すべきである。当業者においては、バ
ー６０１～６１２は多様な導電性及び／又は絶縁体誘電率を有しているが、バー６０１～
６１２の外観は同一であってもよいことが理解されよう。
【００２５】
　図６ｂは、本発明の代表的な実施形態の、第２の代表的なパターン１５５ｂの平面図を
示す。パターン１５５ｂは、較正記憶デバイス１５０に適用することができる。すなわち
、パターン１５５ｂは、較正記憶デバイス１５０上に配置される場合があるパターン１５
５の別の例である。パターン１５５ｂは、複数のバー６２５～６３３を含む。バー６２５
～６３３は、多様な幅を含む。この代表的な実施形態では、物理的特性（すなわち幅）が
用いられる。たとえば、バー６２５～６２９及び６３３は中程度の幅を有する。バー６３
０及び６３２は広い幅を有する。バー６３１は狭い幅を有する。多様な幅は、たとえばイ
ンク又は任意の他の印刷可能な材料、ポリマーから形成された三次元構造、エッチングさ
れた金属又は半導体等を用いることによって達成することができる。センサアレイ１３０
が静電容量センサである場合、パターン１５５ｂを通過する電磁界は、固有のイメージ／
スキャンを生成する場合がある。結果として得られるイメージ／スキャンは、較正の目的
のために用いられることができる。多様な幅は、センサアレイ１３０がＲＦセンサである
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場合にも用いられてもよい。すなわち、生成されたＲＦ信号は、反射されたとき、多様な
変動を有する場合がある。たとえば、より幅広いバー６３０及び６３２は広幅に反射し、
一方で幅の狭いバー６３１は、希薄に反射する。パターン１５５ｂの特性（すなわち幅）
は、図６ａのパターン１５５ａに組み込まれてもよいことに留意すべきである。さらに、
パターン１５５ａの特性（すなわちコントラスト）は、パターン１５５ｂに組み込まれて
もよいことにも留意すべきである。
【００２６】
　図６ｃは、図６ｂの第２の代表的なパターン１５５ｂの側面図を示す。図６ｃは、複数
のバー６２５～６３３を再度示す。この代表的な実施形態では、バー６２５～６３３は、
多様な幅及び多様な長さを含む。図６ｂを参照して上述されたように、バー６２５～６３
３の幅は、上記説明と合致する。しかし、幅は、上記説明と異なってもよい、すべてが同
じでもよい等であることに留意すべきである。バー６２５、６２７、６３０及び６３３は
中間的な幅を有する。バー６２８は、高い高さを有し、バー６３２は、最も高い高さを有
する。バー６２６、６２９及び６３１は、低い高さを有する。多様な高さは、たとえばイ
ンク又は任意の他の印刷可能な材料、ポリマーから形成された三次元構造、エッチングさ
れた金属又は半導体等を用いることによって達成することができる。センサアレイ１３０
が静電容量センサである場合、パターン１５５ｂを通過する電磁界は、固有のイメージ／
スキャンを生成する場合がある。結果として得られるイメージ／スキャンは、較正の目的
のために用いられることができる。多様な高さは、センサアレイ１３０がＲＦセンサであ
る場合にも用いられてもよい。すなわち、生成されたＲＦ信号は、反射されたとき、多様
な変動を有する場合がある。たとえば、近接場測定では、多様な高さは、反射時の多様な
信号強度をもたらす。パターン１５５ｂの特性（すなわち高さ）は、図６ａのパターン１
５５ａに組み込まれてもよいことに留意すべきである。さらに、パターン１５５ａの特性
（すなわちコントラスト）は、パターン１５５ｂに組み込まれてもよいことにも留意すべ
きである。
【００２７】
　パターン１５５ｂの物理的特性（すなわち高さ、幅、又はそれらの組み合わせ）が、さ
まざまな方法を用いて作成されてもよいことに留意すべきである。たとえば、高さ及び／
又は幅は、予め成型、パンチング、スタンピング、エッチング、レーザスクライブ等され
てもよい。特に、電気化学センサでは、すでに存在する導電パターンは、たとえばレーザ
アブレーションによって改変されて、パターンを作成してもよい。パターンは、センサの
電気的検出特性を著しく変えるのではなく、それでも読み取り可能な較正パターンを作成
するような方法で形成されてもよい。さらに、パターン１５５ｂの高さ及び／又は幅は反
転されてもよい。すなわち、多様な高さ及び／又は幅が較正記憶デバイス１５０に作成さ
れてもよく、較正記憶デバイス１５０の表面の一部の延長部として作成されることとは対
照的である。加えて、多様な高さ／幅は、延長部及びキャビティの組み合わせであっても
よい。
【００２８】
　当業者においては、パターン１５５ａ～ｂは単に代表例であることが理解されよう。パ
ターン１５５ａ～ｂは、上面から見たとき、実質的にバーコードに類似する。このように
、パターン１５５ａ～ｂは、バーコードの特徴も呈する。たとえば、バーコードは、一次
元的、二次元的、三次元的等に符号化されてもよい。パターン１５５ａ～ｂは、実質的に
一次元バーコードに類似している。しかし、パターン１５５ａ～ｂはまた、実質的に二次
元バーコード又は三次元バーコードに類似していてもよい。すなわち、たとえば、センサ
アレイ１３０がパターンをスキャニング／読み取りして、較正記憶デバイス１５０上に二
次元パターンに対応するイメージを生成してもよい。さらに、パターン１５５は、一次元
、二次元、及び／又は三次元バーコードのいずれをも実質的に示してもよい。
【００２９】
　加えて、バーコードの使用、特に二次元バーコードに関しては単に代表例である。すな
わち、二次元バーコードは、任意の二次元較正パターンを表してもよい。このように、二



(11) JP 2010-536035 A 2010.11.25

10

20

30

40

50

次元較正パターンは、パターン１５５ａ～ｂとして用いられてもよい。たとえば、二次元
較正パターンは、一次元センサアレイの軸を基準として、及びそれに垂直にスライドさせ
て、二次元較正パターンが読み取られるようにしてもよい。三次元バーコードについても
同じことが適用されてもよい。
【００３０】
　図６ａ～ｃを参照して示された上記の例は、センサアレイ１３０が、内部に包含された
データをスキャニング／読み取りするタイプのパターン１５５を示す。すなわち、センサ
アレイ１３０は、静電容量及び／又はＲＦデータを包含する任意のタイプのパターンを読
み取るのが一般的である。別の実施形態では、上述のように、センサアレイ１３０は、複
数の検出パッドを含んでもよく、検出パッドの少なくとも１つが、パターン１５５の符号
化パッドに結合する。すなわち、センサアレイ１３０は、対応するタイプのパターンの読
み取り専用であってもよい。さらに、検出パッドを符号化パッド又は非結合検出パッドと
結合することにより、較正の目的のために用いられる静電容量データをもたらすことがで
きる。
【００３１】
　図７ａは、本発明の代表的な実施形態の、センサアレイ１３０の検出パッド８０５の平
面図を示す。この代表的な実施形態では、センサアレイ１３０は、４つの検出パッド８０
５を含む。検出パッド８０５は、プリント回路基板（ＰＣＢ）８１５上に配設されてもよ
い。代表的な実施形態では、センサアレイ１３０は、最大数の検出パッド８０５を含む。
図７ｂは、本発明の代表的な実施形態の、図７ａの検出パッド８０５と結合された符号化
パッド８２０を含む、第３の代表的なパターン１５５の平面図を示す。上述のように、セ
ンサアレイ１３０は、最大数の検出パッド８２０を含んでもよい。したがって、パターン
１５５は、検出パッド８０５の最大数まで符号化パッドを含んでもよい。代表的な実施形
態では、第３のパターン１５５は、３つの符合化パッド８２０（すなわち、４つよりも少
ない最大数）を含むことができる。図示されるように、符号化パッド８２０は、第１、第
３及び第４の位置に配設され、第１の位置は最も左である。検出パッド８０５は、たとえ
ば導電トランスであってもよく、一方で符号化パッド８０２は、たとえば金属薄膜パッド
であってもよい。検出パッド８０５は、それ自体がコンデンサの一部であってもよく、又
は金属パッドに結合された場合、より大きなコンデンサとなってもよい。
【００３２】
　図８は、本発明の実施形態の、図７ａの検出パッド８０５の、図７ｂの符号化パッド８
２０との結合を示す。上述のように、センサアレイ１３０の検出パッド８０５は、ＰＣＢ
８１５上に配設されてもよい。図８は、検出パッドが絶縁層８１０で覆われてもよいこと
をさらに図示する。絶縁層８１０は、静電容量測定に加えて、符号化パッド８２０との結
合に使用されてもよい。パターン１５５が正しい方向であるとき、符号化パッド８２０は
、対応する検出パッド８０５と整合することに留意すべきである。
【００３３】
　上述のように、符号化パッド８２０の検出パッド８０５との結合は、静電容量データを
提供する場合がある。代表的な実施形態では、符号化パッド８２０は、８２０ｘ～ｚを含
んでもよく、一方で検出パッド８０５は検出パッド８０５ａ～ｄを含む。たとえば、電流
は検出パッド８０５に供給されてもよく、静電容量データが読み取られてもよい。図示さ
れるように、検出パッド８０５ａ、ｃ及びｄは、符号化パッド８２０ｘ、ｙ及びｚにそれ
ぞれ結合され、これに対して、検出パッド８２０ｂは非結合である。検出パッド８０５が
符号化パッド８２０に結合される場合、符号化パッド８２０の組成（たとえば、金属薄膜
）に起因して、より大きなコンデンサが作成される。検出パッド８０５の結合／非結合を
用いて、バイナリコードを作成してもよい。すなわち、結合されたパッドは、符合１（Ｃ
１）を表してもよく、一方で非結合パッドは、符合０（Ｃ０）を表してもよい。このよう
に、図８の代表的な実施形態は、Ｃ１Ｃ０Ｃ１Ｃ１のバイナリコードを有していてもよい
。このバイナリコードは、パターン１５５専用であってもよい。したがって、各タイプの
較正記憶デバイス１５０が、対応するバイナリコードを表すそれぞれのパターン１５５を
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含んでもよい。代表的な実施形態のセンサアレイが４つの検出パッド８０５を含むため、
バイナリコード文字列の総数は、１６（２４）である。センサアレイ１３０が任意の数の
検出パッドを含んでもよいことに留意すべきである。さらなる検出パッドが、さらなるタ
イプのバイナリコードに対応してもよい。たとえば、５つの検出パッドは３２文字列（２
５）になり、６つの検出パッドは６４文字列（２６）になり、１０個の検出パッドは１０
２４文字列（２１０）になる等である。
【００３４】
　図９は、本発明の代表的な実施形態の、図８の対状に実質的に類似した別の対状の概略
図である。図９は本発明の代表的な実施形態であり、３つの符号化パッド９２０を含むパ
ターン１５５が接地されている。センサアレイ１３０は、ＰＣＢ９１０上に配設された７
つの検出パッド９０５を含み得る。検出パッド９０５は、ＰＣＢ９１０がすでに電子デバ
イス１００内に存在する場合、ＰＣＢ９１０上に直接形成されてもよい。また、ＰＣＢ９
１０上には、静電容量・ディジタル変換器集積回路（ＣＤＣ－ＩＣ）９１５が配設されて
いる。ＣＤＣ－ＩＣ９１５は、検出パッド９０５から静電容量測定値を受信し、測定値を
ディジタル形式に変換して、たとえばマイクロプロセッサ１４５に転送してもよい。マイ
クロプロセッサ１４５もまた、ＰＣＢ９１０上に配設されてもよいことに留意すべきであ
る。さらに、上述のように、マイクロプロセッサ１４５は、センサアレイ１３０の一部、
電子デバイスのプロセッサ等であってもよい。
【００３５】
　ＣＤＣ－ＩＣ９１５は、たとえば、Ａｎａｌｏｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ，　Ｉｎｃ．製造の
型番ＡＤ７１４２であってもよい。上述のように、ＣＤＣ－ＩＣ９１５は、７つの検出パ
ッド９０５に接続されてもよい。このように、場合によっては最大１２８文字列のバイナ
リコードがあってもよい。したがって、ＣＤＣ－ＩＣ９１５は、解像度１２８ビットを有
していてもよい。代表的な実施形態では、ＣＤＣ－ＩＣ９１５を装備して、１ｘ１０－１

５Ｆの静電容量変化の相違を検出してもよい。さらに、ＣＤＣ－ＩＣ９１５を装備して、
検出回路に対する環境変化、たとえば温度、湿度等の変化を自動的に較正してもよい。ま
た、ＣＤＣ－ＩＣ９１５は、シールド９２５に接続していてもよい。シールド９２５は、
干渉、たとえば電磁干渉（ＥＭＩ）、ＲＦ干渉等から、センサアレイ１３０及びパタ－ン
１５５の構成要素を隔離することを支援してもよい。
【００３６】
　本発明の代表的な実施形態では、ＣＤＣ－ＩＣ９１５は、検出パッド９０５からの静電
容量測定値をさまざまな方法で解釈し得る。当業者においては、外的要因（たとえば、Ｅ
ＭＩ、環境等）に起因して、安定した静電容量測定値は確認されなくてもよいことが理解
されよう。代表的な実施形態がバイナリコードを使用するため、静電容量測定値は、Ｃ０
（非結合センサパッドを表す）又はＣ１（符号化パッドを有する結合センサパッドを表す
）であり得る。このように、値Ｃ０及びＣ１に必ずしも一致しない測定値を補償するため
に、ＣＤＣ－ＩＣ９１５は、あらゆる入力測定値を分類してもよい。
【００３７】
　ＣＤＣ－ＩＣ９１５は、偏りを評価することで、入力測定値を分類してもよい。たとえ
ば、値Ｃ０及びＣ１は、制御手順によって判定することができる。制御手順は、Ｃ０が最
小静電容量測定値に対応し、一方でＣ１が最大静電容量測定値に対応することを判定する
ことができる。当業者においては、静電容量測定値は、部分的に温度及び湿度の関数であ
ることが理解されよう。このように、検出パッドに近接するユーザを含む周辺の移動性の
金属は、静電容量測定値に影響する場合がある。上述のように、ＣＤＣ－ＩＣ９１５は、
干渉を較正し、シールド９２５を使用する等することができる。また、ＣＤＣ－ＩＣ９１
５は、静電容量測定値への影響を、防害静電容量環境値ドリフトにより分類し得る。いっ
たん分類されると、ＣＤＣ－ＩＣ９１５は、干渉を補償して、正しい静電容量測定値を算
出する。
【００３８】
　加えて、干渉がなくても、静電容量測定値は、依然として必ずしも値Ｃ０及びＣ１と対
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応しないかもしれない。偏りを評価することに戻り、Ｃ０とＣ１との間の中間値は、必ず
しもＣ０及びＣ１ではない入力静電容量測定値の分類のベースとして用いられてもよい。
中間値は、たとえば、値Ｃ１から値Ｃ０を減じて２で除したもの（Ｃｍ＝（Ｃ１－Ｃ０）
／２）であり得る。値Ｃ１が値Ｃ０よりも大きいのは、符号化パッドに結合されたセンサ
パッドがより大きなコンデンサを作成するためであることに留意すべきである。入力静電
容量測定値は、値Ｃｍと比較される場合がある。測定値がＣｍより小さい場合、測定値は
その後、Ｃ０と指定される場合がある。測定値がＣｍより大きいか又は等しい場合、測定
値はその後、Ｃ１と指定される場合がある。このように、ＣＤＣ－ＩＣ９１５は、それぞ
れの検出パッド９０５からの静電容量測定値を解釈して、パターン１５５に関連する対応
するバイナリコードを判定することができる。図９の代表的な実施形態では、ＣＤＣ－Ｉ
Ｃ９１５は、パターン１５５がＣ１Ｃ０Ｃ１Ｃ０Ｃ０Ｃ０Ｃ１のバイナリコードを含むこ
とを判定し得る。ディジタル化されたコードは、マイクロプロセッサ１４５に転送されて
もよく、ここでコードを解釈して、電子デバイスのための正しい較正を実行してもよい。
【００３９】
　図４は、本発明の代表的な実施形態の、較正の方法４００を示す。方法４００は、図１
～２のデバイス１００及び較正記憶デバイス１５０を参照して説明される。また、方法４
００は、図６ａ～ｃの種々のパターン１５５ａ～ｂを参照して説明される。方法４００は
、較正記憶デバイス１５０上のパターン１５５を使用して、機能実行に備えてデバイス１
００を較正する。以下に詳細に説明されるように、方法４００を用いて、デバイス１００
を自動的に較正してもよい。すなわち、デバイス１００の較正は、別個のステップ又は調
整を必要とすることなく行うことができる。具体的には、較正は、機能を実行する前に別
個に操作される、デバイス１００の回路、プロセッサ、メモリ等を必要としない。
【００４０】
　ステップ４０５では、較正記憶デバイス１５０は、方向ｄに動かすことにより、ポート
１２０を介してデバイス１００内に挿入される。較正記憶デバイス１５０は、くぼみ１２
５内に保持されてもよい。本発明の代表的な実施形態により、較正記憶デバイス１５０が
正しい方向で挿入されると、較正記憶デバイス１５０の構成要素は、デバイス１００の対
応する構成要素に整合することができる。たとえば、パターン１５５は、検出領域１３５
上に位置付けられてもよく、それによりセンサアレイ１３０はパターン１５５をスキャニ
ング／読み取りし得る。
【００４１】
　較正記憶デバイス１５０がデバイス１００内に挿入されることは、単に代表例であるこ
とに留意すべきである。たとえば、較正記憶デバイス１５０は、デバイス１００から離れ
た距離で空中停止しているか又は配置されてもよい。検出領域１３５は、くぼみの部分で
はないハウジング１０５の一部上であってもよい。このように、較正記憶デバイス１５０
が空中停止しているか又は配置されている領域は、ハウジング１０５上に部分的に配設さ
れた検出領域１３５上であってもよい。
【００４２】
　ステップ４１０では、較正記憶デバイス１５０のパターン１５５は、センサアレイ１３
０によって読み取り／スキャニングされる。上述のように、パターン１５５は、較正記憶
デバイス１５０の底側面に配設されてもよい。結果として、センサアレイ１３５は、くぼ
み１２５内部の対応する領域に配設されてもよい。センサアレイ１３０は、たとえば静電
容量測定値及び／又はＲＦ測定値を用いてパターン１５５を読み取り／スキャニングして
もよい。パターン１５５は、図６ａ～ｃのパターン１５５ａ～ｂを参照して上記で説明さ
れたような一次元又は二次元的特徴（たとえば、コントラスト、幅、高さ等）を含んでも
よい。また、パターン１５５は、図７ａ～ｂ、８及び９を参照して上記で説明されたよう
なペア／非ペア状態の検出パッド及び符号化パッドを用いて読み取られてもよい。
【００４３】
　ステップ４１５では、パターン１５５が解読される。パターン１５５は、機能の実行に
備えてデバイスを設定するパラメータデータを含んでもよい。たとえば、パターン１５５
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ｂのバー６２５～６３３の多様な高さは、このデータを含んでもよい。センサアレイ１３
０は、デバイス１００のプロセッサに、読み取られた／スキャニングされたパターン１５
５を送信してもよい。プロセッサは、センサアレイ１３０によって送信された生データか
らパターン１５５を解読してもよく、又はセンサアレイ１３０はパターン１５５を解読し
て、解読されたデータをプロセッサに送信するために装備されてもよいことに留意すべき
である。
【００４４】
　ステップ４２０では、データが解釈される。上述のように、パターン１５５は、パラメ
ータデータを含んでもよい。パターン１５５のデータが解釈されて、パラメータデータが
含まれていることを示す場合がある。データは、プロセッサによって、又はセンサアレイ
１３０によって解釈されてもよいことに留意すべきである。このように、プロセッサは、
パターン１５５に関する生データ又は解読されたデータを受信して、そこから解釈するこ
とができる。加えて、センサアレイ１３０は、パターン１５５の解読されたデータを解釈
して、プロセッサに解釈されたデータを送信するために装備されてもよい。
【００４５】
　ステップ４２５では、データは、デバイス１００の機能性のために使用される。パター
ン１５のデータがパラメータデータを含む場合、デバイス１００はこのデータを使用して
、種々のパラメータを設定することができる。たとえば、較正記憶デバイス１５０は、パ
ターン１５５が提供する以上の他の用途、たとえばさらなるデータ送信のために用いられ
てもよい。このさらなるデータは、デバイス１００がどのように構成されているかに依存
する場合がある。まず、パターン１５５に含まれたパラメータデータに従ってデバイス１
００を設定することによって、デバイス１００が正しく構成されて（たとえば較正されて
）、さらなるデータを受信することができる。別の例では、パターン１５５は、ドライバ
データを含んでもよい。ドライバデータを用いて、デバイス１００を、別に電子デバイス
であるかもしれない較正記憶デバイス１５０のデータを理解して受信するように構成する
ことができる。較正記憶デバイス１５０のデータは、種々の異なる機能性に関連する複数
のデータ形式を含んでもよいことに留意すべきである。
【００４６】
　ステップ４３０では、パターン１５５がコマンドデータを含むかについての判断がなさ
れる。すなわち、パターン１５５は、デバイス１００によって実施される動作を示すデー
タをさらに含んでもよい。コマンドデータは、たとえば、デバイス１００にインストール
されたプログラムの開始を含んでもよい。パターン１５５に含まれるコマンドを実行する
ことによって、デバイス１００は、較正記憶デバイス１５０に関連する機能を実行するた
めの準備をすることができる。ステップ４３０が、コマンドデータが含まれていないと判
断した場合、方法４００は終了する。しかし、ステップ４３０が、コマンドデータが含ま
れていると判断した場合、ステップ４３５で対応する動作が取られて、コマンドデータを
実行する。機能性に使用されたデータに類似して、種々の機能性を含む複数のコマンドも
また含まれてもよいことに留意すべきである。
【００４７】
　方法４００のステップは単に代表例であることに留意すべきである。さらなるステップ
をふくんで、方法４００を拡張してもよい。たとえば、パターン１５５は、比較的大量の
データを含む、高密度の二次元のものであってもよい。パターン１５５は、解読されて（
すなわちステップ４１５）解釈され（すなわちステップ４２０）、初期データが使用され
ている（すなわちステップ４２５）ことを示してもよい。その後、コマンドが実行されて
もよい（すなわちステップ４３０）。さらに、パターン１５５は、コマンドを実行すると
き、後続データが使用されることを示すデータを含んでもよい。したがって、パターン１
５５に含まれるデータ量及びデータ型に依存して、方法４００にさらなるステップが含ま
れてもよい。
【００４８】
　図３は、本発明の代表的な実施形態の、血糖計（ＢＧＭ）３００の断面図を示す。すな
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わち、図３は、図１～２のデバイス１００及び較正記憶デバイス１５０を適用することが
できる特定の例を図示する。しかし、上述のように、ＢＧＭは単に代表例であり、デバイ
ス１００及び較正記憶デバイス１５０は、以下に説明されるように、さまざまな他の用途
及び検体（上記では「分析対象物」と呼ばれる）に適用してもよい。加えて、上述のよう
に、ＢＧＭ３００は、分析対象物計を表してもよい。ＢＧＭ３００は、図１～２のデバイ
ス１００に実質的に類似した構成要素を含む。たとえば、ＢＧＭ３００は、ハウジング１
０５、ポート１２０、くぼみ１２５、センサアレイ１３０及び検出領域１３５を含む。Ｂ
ＧＭ３００は、コネクタ１４０をさらに含む。コネクタ１４０は、別個のデバイスからデ
ータを受信するための電線管であってもよい。コネクタ１４０は、血液試料に関するデー
タを受信し得る。
【００４９】
　図３は、本発明の代表的な実施形態の較正記憶デバイス３５０をさらに示す。較正記憶
デバイス３５０は、ＢＧＭ３００用のグルコース片又は細片カートリッジであってもよい
。一般的に、較正記憶デバイス３５０は、分析対象物を受ける細片であってもよい。較正
記憶デバイス３５０は、図１～２の較正記憶デバイス１５０に実質的に類似した構成要素
を含む。たとえば、較正記憶デバイス３５０は、パターン１５５を含む。パターン１５５
は、特定の較正及び試験パラメータに関するデータ、製造データ、別個の全血及び血漿較
正、偽造防止コード等を含んでもよい。較正記憶デバイス３５０は、反応チャンバ１６０
、電極１７０及び蓋１７５をさらに含む。反応チャンバ１６０は、血液試料が配置される
付着領域である場合がある。反応チャンバ１６０は、血液試料を分析する種々の化学物質
、デバイス等を含んでもよい。血液試料の分析から結果として得られるデータは、電極１
７０を介して、較正記憶デバイス３５０の長さ方向に沿って送信されてもよい。電極１７
０の露出領域は、コネクタ１４０と結合して、ＢＧＭ３００が血液試料データを受信する
ことが可能になるようにしてもよい。蓋１７５は、電極１７０を破損させる外力を遮断す
る、任意の保護層であってもよい。蓋１７５は、たとえばガラス、ポリマー等であっても
よい。
【００５０】
　図１０は、本発明の代表的な実施形態の、第４の代表的なパターン１８０の図を示す。
図６ａ～ｃを参照して上述されたように、パターン１５５は、較正記憶デバイス１５０の
底側面に配設されてもよい。図３に図示されるように、パターン１５５はまた、較正記憶
デバイス３５０の底側面に配置される。すなわち、パターン１５５は、電極１７０と異な
る側面にある。しかし、上述のように、また図１０に示されるように、パターン１５５は
、種々の他の位置に配置されてもよい。図１０は、上述のように、較正記憶デバイス３５
０の構成要素を含む。また、図１０は、電極１７０の同面上に配置されたパターン１８０
を示す。図示されるように、パターン１８０は露出された電極１８０の一部上にエッチン
グされてもよい。結果として、検出領域１３５は、動作可能位置にあるときにパターン１
８０の予想される配置に対応する、くぼみ１２５の上面上に配置されてもよい。パターン
１８０は、いずれかの特徴（たとえば、コントラスト、高さ、幅、又はそれらの組み合わ
せ）を含んでもよく、また図６ａ～ｃを参照して上記で説明された方法のいずれかを用い
て作成されてもよい。電極１７０上のパターン１８０の位置は、単に代表例であることに
留意すべきである。パターン１８０は、蓋１７５上に配置されてもよい。結果として、検
出領域１３５はやはり、くぼみ１２５内部の対応する位置にある。たとえば、検出領域１
３５は、コネクタ１４０に関連するポート１２０に近接した位置にあってもよい。パター
ン１８０は、特定の較正及び試験パラメータに関するデータ、製造データ、全血及び血漿
の個別の較正、偽造防止コード等を含んでもよい。
【００５１】
　図５は、図３のＢＧＭ３００のための較正方法５００を示す。方法５００は、図３のＢ
ＧＭ３００及び較正記憶デバイス３５０を参照して説明される。また、方法５００は、図
６ａ～ｃの種々のパターン１５５ａ～ｂ及び図１０のパターン１８０を参照して説明され
る。方法５００は、較正記憶デバイス３５０上のパターン１５５又は１８０を使用して、
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血液試料の分析に備えてＢＧＭ３００を較正する。すなわち、ＢＧＭ３００は、用いられ
る較正記憶デバイス３５０のタイプにより、血液試料の受容に備えてパラメータを設定す
る。較正記憶デバイス３５０は、図３を参照して上記で説明された試験片であってもよい
。
【００５２】
　ステップ５０５では、較正記憶デバイス３５０は、方向ｄに動かすことにより、ポート
１２０を介してＢＧＭ３００内に挿入される。較正記憶デバイス３５０は、くぼみ１２５
内に保持されてもよい。代表的な実施形態では、較正記憶デバイス３５０は、電極端及び
反応チャンバ端を含む。電極端は、露出された電極１７０を含む。反応チャンバ端は、反
応チャンバ１６０を含む。反応チャンバ１６０が血液試料を受容するように設計されてい
るため、較正記憶デバイス３５０の反応チャンバ端は、デバイス３００から延伸されてい
る。続いて、較正記憶デバイス３５０の電極端が、ポート１２０を介してくぼみ１２５内
に挿入される。較正記憶デバイス３５０がデバイス３００内に挿入されることは、単に代
表例であることに留意すべきである。較正記憶デバイス３５０は、方法４００で効果的に
上述したように、空中停止しているか又は配置されてもよい。
【００５３】
　ステップ５１０では、較正記憶デバイス１５０のパターン１５５又は１８０は、センサ
アレイ１３０によって読み取り／スキャニングされる。パターン１５５は、方法４００の
ステップ４１０に関連して上記で説明されたものと実質的に類似した方法で読み取り／ス
キャニングされてもよい。また、図１０のパターン１８０も、実質的に類似した方法で読
み取られてもよい。しかし、上述のように、検出領域１３５は、較正記憶デバイス３５０
上のパターン１８０の位置により、対応する位置に配置される。パターン１８０は、較正
記憶デバイス３５０の上面上に配設され、結果として、検出領域１３５はくぼみ１２５の
上面上に配置される。
【００５４】
　ステップ５１５では、パターン１５５又は１８０が解読される。ステップ５２０では、
データが解釈される。ステップ５１５の解読及びステップ５２０の解釈は、それぞれステ
ップ４１５の解読及びステップ４２０の解釈について上記で説明されたものと実質的に同
じ方法で行われてもよい。上述のように、パターン１５５又は１８０は、特定の較正及び
試験パラメータに関するデータ、製造データ、別個の全血及び血漿較正、偽造防止コード
等を含んでもよい。
【００５５】
　ステップ５２５では、ＢＧＭ３００は、パターン１５５又は１８０に含まれるデータに
従って較正される。方法４００のステップ４２５は、デバイス１００の機能性のためのデ
ータを使用することを説明した。ステップ５２５は、ＢＧＭ３００のための、パターン１
５５又は１８０上のデータを使用する１つの代表的な実施形態を説明する。すなわち、較
正記憶デバイス３５０に含まれるデータは、パラメータデータを含んでもよい。パラメー
タデータは、ＢＧＭ３００が、受信される血液試料のデータを正しく解釈、受信等をする
ために準備すべき種々の設定を表示してもよい。すなわち、ＢＧＭ３００は、較正記憶デ
バイス３５０がパターン１５５又は１８０を含むのであれば、任意のタイプの較正記憶デ
バイス３５０を受容してもよい。較正記憶デバイス３５０は、血液試料データを、さまざ
まな方法で送信することができる。このようにＢＧＭ３００を所定の方法で較正すること
により、ＢＧＭが血液試料を分析することを可能にすることができる。較正データが、単
一の血液試料で行われる複数の診断試験用であってもよいことに留意すべきである。たと
えば、較正記憶デバイス３５０が種々の診断試験に用いられる場合、較正データは、ＢＧ
Ｍがさまざまな診断試験を行う準備に用いられてもよい。
【００５６】
　ステップ５３０では、較正記憶デバイス３５０の反応チャンバ１６０上に血液試料が配
置される。上述のように、反応チャンバ１６０は、付着させた血液試料と反応するさまざ
まな化学物質を含む。反応すると、血液試料に関するデータが収集される。たとえば、１
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つの化学物質は、血液試料中のグルコースレベルを判定し得る。結果として得られる測定
値は、電極１７０を通して送信されてもよい。データは、電極１７０を通してさまざまな
方法で送信されてもよいことに留意すべきである。たとえば、較正記憶デバイス３５０は
、電源及び回路を含んで、データを電気的に転送してもよい。別の例では、電極は、反応
チャンバ１６０とともに機能する化学インジケータを含んでもよい。化学インジケータは
、血液試料に関する種々の基準を判定するためのゲージとして用いられてもよい。
【００５７】
　ステップ５３５では、血液試料が測定される。血液試料の測定は、反応チャンバ１６０
、電極１７０、又はそれらの組み合わせからのデータを判定したときに行われ得る。コネ
クタ１４０は、較正記憶デバイス３５０をデバイス３００と結合させて、較正記憶デバイ
ス３５０からデバイス３００へのデータ送信を可能にするように機能してもよい。血液試
料の測定は、較正記憶デバイス３５０の構成要素、デバイス３００のプロセッサ、デバイ
ス３００の測定要素（図示せず）等によって行われてもよいことに留意すべきである。ス
テップ５４０では、血液試料の分析結果が表示される。たとえば、結果は、血糖濃度、血
液型、赤血球数等を含んでもよい。たとえばディスプレイ１１０を用いて、結果を表示し
てもよい。
【００５８】
　方法５００のステップは、単に代表例であることに留意すべきである。方法５００は、
さらなるステップを含んでもよい。たとえば、方法４００に類似して、較正記憶デバイス
３５０は、ＢＧＭ３００を実行させるためのコマンドを含んでもよい。パターン１５５又
は１８０は、ＢＧ３００を実行させて、血液試料の入力データを正しく分析するためのコ
マンドを含んでもよい。コマンドは、たとえば１つのタイプの較正記憶デバイス３５０上
に配置された血液試料を分析するために必要とされるプログラムの実行に関連する場合が
ある。別の例では、ＢＧＭ３００を最初に、検出領域１３５のみを稼働させながら、非活
性化させてもよい。検出領域１３５がパターン１５５又は１８０を検出した時、ＢＧＭ３
００を稼働させて、方法５００を続行してもよい。
【００５９】
　ＢＧＭ３００に関連して説明された本発明は、単に代表例であることに再度留意すべき
である。本発明は、さまざまな用途に用いることができる。たとえば、較正記憶デバイス
３５０は、識別用較正記憶デバイスであってもよい。パターン１５５は、ユーザ個々の、
デバイス１００の固有の一次元又は二次元シーケンスであってもよい。すなわち、較正記
憶デバイス１５０がデバイス１００内に挿入されると、検出アレイ１３０は、パターン１
５５を読み取り／スキャニングして、認証されたユーザがデバイス１００を稼働させてい
るかを判断してもよい。別の例では、較正記憶デバイス１５０は、導入用較正記憶デバイ
スであってもよい。パターン１５５は、デバイス１００が従う命令セットを含んでもよい
。命令に従うと、デバイス１００は、パターン１５５に含まれたデータに対応するさらな
る機能を行うことが可能になる場合がある。さらに別の例では、較正記憶デバイス１５０
は復号コードを含んでもよい。較正記憶デバイス１５０のデータ、コマンド、命令等は、
暗号化されてもよい。このように、デバイス１００がパターン１５５を読み取り／スキャ
ニングすると、デバイス１００は、復号化方法を学習して、較正記憶デバイス１５０のデ
ータを読み取る。
【００６０】
　パターン１５５又は１８０が暗号化されてもよいことにもまた留意すべきである。した
がって、パターン１５５又は１８０を復号化するための装備を有するデバイスのみが、較
正記憶デバイス１５０に関する機能を使用することができる。
【００６１】
　本発明の代表的な実施形態は、電子デバイスを較正するための簡易かつ低コストな電気
的読み取り技術を可能にする。本発明の代表的な実施形態の１つの代表的な利点は、電子
デバイスを較正するために多くの場合必要とされる、物理的な導電電気接点を取り除くこ
とである。たとえば、正しい較正を行うためには、電子デバイスを電気的に接続するため
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の別個のコンピューティングデバイスが必要とされる場合がある。さらに、この電気接続
は、電子デバイスに不必要な湿潤性の分解をもたらすかもしれない。本発明の代表的な実
施形態の別の代表的な利点は、現在用いられている較正方法と比較して、較正用ラベルの
生産コストが低いことである。本発明の代表的な実施形態は、電子デバイスを正しく較正
するために、センサアレイ及びラベルのみを必要とする。種々の電子デバイスが、すでに
センサアレイに装備されていてもよい。したがって、ラベルの製造が、要求されるのみで
ある。ラベル自体は安価に作られてもよく、その中で符号化されるために必要とされるデ
ータ量に依存する。本発明の代表的な実施形態さらなる別の代表的な利点は、ラベル及び
その中で符号化されるデータは、任意の既存の製造技術又は電子デバイスに後付けされて
もよいことである。たとえば、ラベルは、別に製造されてもよく、また較正記憶デバイス
に添付されてもよい（たとえば、グルコース片、細片カートリッジ等）。また、電子デバ
イスは、外部センサアレイに接続されてラベルをスキャニングし、これにより電子デバイ
スを較正してもよい。
【００６２】
　当業者においては、本発明の本質及び範囲から逸脱することなく、本発明に種々の改変
がなされてもよいことが明白であろう。したがって、本発明は、添付の特許請求の範囲お
よびそれらの等価物の範囲内から提供されるような本発明の改変および変形を網羅してい
ることが意図される。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６ａ】
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【図７ａ】

【図７ｂ】

【図８】
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